
錦 江 町 農 業 委 員 会 ５ 月 総 会 議 事 録 

 

 

○ 開催日時 平成２８年５月２４日（火） 午後１時３０分から 

○ 開催場所 錦江町役場 庁議室 

○ 出席委員（１９人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  基  岸澄 

委員      ３番  厚ケ瀬博文 

〃       ４番  水流 豊美 

〃       ５番  平原  栄 

〃        ６番   欠 番 

〃       ７番  毛下 利美 

〃       ８番  寺田 郁哉 

〃       ９番  安水 純一 

〃      １０番  牧原  昇 

〃      １１番  元丸 敏朗 

〃      １２番  鍋  康博 

〃      １３番  徳永 哲朗 

〃      １４番  貫見 和洋 

〃      １５番  畠中 正秋 

〃      １６番  山中  徹 

〃      １７番  鳥越 秀一 

〃      １８番  樋渡 俊信 

〃      １９番  鈴  一麿 

〃      ２０番  本釜 好子 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子  書記 永田宗成  

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

     議案第 ５号  農地法第４条許可申請について 

 

議案第 ６号  農地法第５条許可申請について 

 

議案第 ７号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について 

 

議案第 ８号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

        

  



議 長  只今より平成２８年５月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の総会の出席は全員であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定によ

り、総会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に ９番 安水委員と １０番 牧原委員を指名いたしますので、よろ

しくお願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

全委員 （発言なし） 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 先ず、議案第 ５号 農地法第４条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 

 

それでは議案第５号について説明いたします。 

先ず、受付番号１号の申請人は、Ｂ・Ｋさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は、馬場字柴立２５３９番１、台帳は畑、地積は８２２㎡と、馬場字下

大平２５７３番１、地目は畑、地積は５４０㎡で、２筆の合計は１，３６２㎡と

なっています。この申請は山林への転用目的となっています。 

４頁から７頁にかけて位置図等を添付してありますので、お目通しをお願いい

たします。 

この件の担当調査員は５番 平原委員です。 

 

次、受付番号２号の申請人は、Ｈ・Ｙさん、Ｏ府在住の方です。 

申請地は、馬場字新改田５，２７７番、台帳は田、地積は４８０㎡となってい

ます。この申請は一般住宅への転用目的となっています。 

８頁から１１頁にかけて位置図等を添付してありますので、お目通しをお願い

いたします。 



この件の担当調査員は１５番 畠中委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお願

いします。 

先ず、受付番号１号について、５番 平原委員お願いいたします。 

 

５ 番 

平原委員 

はい。ご報告いたします。 

 １２日の午前中に事務局２名と私と３名で現地調査に行って参りました。場所

はみはらし線、根占に上がる途中なんですが、昔、みはらし結婚式場があった上

の方です。この図面を見て分かりますように、７頁ですか、段が付いて、道路沿

いなんですが段が付いて、もう３方とも、２か所とも山です。可能じゃないかと

判断したけれども、Ｂさん夫婦も高齢で、もう施設に入っておられて可能じゃな

いかという感じがいたしました。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２号について、１５番 畠中委員お願いいたします。 

 

１５番 

畠中委員 

はい。報告します。 

先ず、高齢化が進む中で、若い人がＵターンすることは大変うれしいことです。

１８日の日に事務局２人と現地調査をしました。場所的には、半下石の運動公

園があるんですが、その下のあたりです。第２種農地で、周りには宅地が３軒

ほどあり、諸条件を満たしており問題ないと思います。 

 

議 長  ありがとうございました。 

 ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第 ５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第 ５号については、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 



委 員 

 

（委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第 ５号 農地法第４条許可申請については、原案のと

おり許可することに決定しました。 

 

議 長 次に議案第 ６号 農地法第５条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第６号について説明いたします。 

受付番号１号につきましては、農家住宅建設のための転用申請となっていま

す。 

申請人はＺ・ＴさんとＺ・Ｍさんの連名による申請となっています。 

申請地は、城元字間門前１，１９４番３、地目は田、地積は７５４㎡となって

います。 

１４頁から１８頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目

通しをお願いいたします。 

この件の担当調査員は、１７番 鳥越委員です。 

 

以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、１７番 

鳥越委員お願いいたします。 

 

１７番 

鳥越委員 

はい。１６日の午前中に事務局と私と本人と調査いたしました。 

ここは第３種農地で全然問題はないところで、又、周辺の３方も殆んど住宅地

で、息子さんがお父さんの横の畑に住むということで、宅地に転用するものです。

何ら問題は無いかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

８番 

寺田委員 

勉強不足で申し訳無いんですけれども、これはＴさんの土地にＭさんが作ると

いうことですか。 



事務局 ５条なので、お父さんから贈与でＭさんが譲り受けて、所有権移転を兼ねてい

るので５条申請となります。 

８番 

寺田委員 

分かりました。 

 

 

議 長 他にありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第 ６号を採決します。 

お諮りします。 

議案第 ６号については、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 

 

（委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第 ６号 農地法第５条許可申請については、原案のと

おり許可することに決定しました。 

 

議 長 ここで○番 ○委員退席を求めます。 

（○委員退席） 

議 長 次に議案第 ７号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請についてのうち、 

受付番号２号を議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは受付番号２号について説明いたします。 

まず、受付番号２号の譲渡人は、Ｋ・Ａさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字新田５，０８８番８、地目は田、地積は２０６㎡となって

います。 

一方、譲受人は、Ｍ・Ｋさん、Ｂ自治会在住の方です。 



この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｍ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、自作地７，５７１㎡

で、水稲、養鶏を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、動噴各３台、管理機２台、ボブキャット

１台となっています。 

この件の担当調査員は、１８番 樋渡委員です。 

以上です。 

  

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、１８番 

樋渡委員お願いいたします。 

 

１８番 

樋渡委員 

はい。報告いたします。 

この場所は国道４４８号を上がって、トンネルを過ぎて下り終わった新田集落

の橋があります。その橋を過ぎて大原方面へ行って１００ｍぐらい入った左側の

圃場です。それでこれは元々Ｍさんが、Ｋさんに早くから売ってくれないかと相

談していらっしゃったらしいんですが、話が進まなくて、今回は逆にＫさんの方

から買ってくれというお願いだったそうです。それとこの圃場はＭさんが作って

いる圃場の中にあります。今現在耕作されている圃場の中に。それが変な形で入

っていまして、これを買わなかったら入口が無くなるような形です。元から買い

たいということだったらしいですけれども、今回はＫさんの方から買ってくださ

いということで話がまとまりました。２６０㎡で地料が２千円となっていて、１

０数年間払ってきたということですが、圃場は湿田気味で、肝心な南側が山で、

日当たりも悪い、そんな良い圃場でもありません。そういう中で、Ｍさんは今回

Ｋさんの方から是非買ってくださいということで決まりました。それで全部で○

万円ということで話が付いております。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員の調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第７号のうち、受付番号２号を採決します。 

お諮りします。 

受付番号２号については原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 



委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第 ７号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規

定による農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請についての

うち、受付番号２号は、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 ここで、○委員の入室を求めます。 

（○委員入室） 

 

議 長 次に議案第 ７号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請についてのうち、 

受付番号３号を議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは受付番号３号について説明いたします。 

この件は、鹿児島県地域振興公社が農地中間管理事業の特例事業として買入れ

するものです。 

受付番号３号の譲渡人は、Ｓ・Ａさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、１件目が神川字諏訪ノ前３７３番、地目は田、地積は１，２８６㎡、

２件目が神川字諏訪ノ前３７４番１、地目は田、地積は４８１㎡で、２筆の合計

は１，７６７㎡となっています。 

この件の担当調査員は、１０番 牧原委員です。 

以上です。 

  

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、１０番 

牧原委員お願いいたします。 

 

１０番 

牧原委員 

はい。ご報告いたします。 

この件につきましては、昨年度あっせんに挙がった物件でありまして、買主の

方から公社を通して下さいということで、買主は皆さんもご存じのＦ・Ｍ君、神

川城にお住いの方ですけれども、この方がこの諏訪ノ前の田んぼ１，２８６㎡の

所に、何年来借りてハウスを作っていました。Ｓさんの方から売りたいというこ

とで昨年あっせんに挙がりまして、やっとまとまった次第でございます。 

一応公社を通すということで、また来月、公社からの利用権設定で挙がって来

ると思います。よろしくお願いいたします。 



議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員の調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

１９番 

鈴 委員 

値段は。 

事務局 反当り○○万円で、全部で○○万○千円です。 

議 長 他にありませんか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第７号のうち、受付番号３号を採決します。 

お諮りします。 

受付番号３号については原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第 ７号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規

定による農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請についての

うち、受付番号３号は、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第 ８号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第８号について説明いたします。 

 先ず、受付番号１２号から１４号までの貸し人はＫ・Ｙさん、Ｍ自治会在住

の方です。 

申請地は１２号が神川字田ノ平６，８８２番１、地目は田、地積は２，５１６



㎡、１３号が神川字平山６，９６５番２、地目は田、地積は３８０㎡、１４号が

神川字平山６，９７６番７、地目は田、地積は１，３８３㎡で、３筆の合計は４，

２７９㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２８年５月２５日から平成３８年１２月１４日までで、使用

貸借のため小作料は発生しません。 

一方、借り人は、Ｉ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｉ・Ｋさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、小作地１７，８１６

㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３３０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック

各１台となっています。 

この件の担当調査員は３番 厚ケ瀬委員です。 

 

次の受付番号１５号の貸し人はＵ・Ｎさん、Ｕ自治会在住の方です。 

申請地は、田代川原字馬庭原６５５番、地目は田、地積は４９３㎡となってい

ます。 

 貸付期間は、平成２８年５月２５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料は１，２９０円となっています。 

一方、借り人は、Ｋ・Ｍさん、Ｕ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｍさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、自作地３，７３６㎡

で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラクター・田植機・コ

ンバイン・乾燥機各１台、刈払機２台となっています。 

この件の担当調査員は７番 毛下委員です。 

 

次の受付番号１６号の貸し人はＨ・Ｙさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字迫田７０５番２２、地目は畑、地積は５４７㎡となってい

ます。 

 貸付期間は、平成２８年５月２５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料は２，５００円となっています。 

一方、借り人は、Ｋ・Ｙさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地、小作地とも

にありませんが、相対で貸借されていまして、露地野菜を主体とした経営をされ

ています。 

農業従事日数は１８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター・刈払機各１

台となっています。 

 

次の受付番号１７号から１９号までの貸し人はＫ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方



です。 

申請地は１７号が田代麓字中崎３，４８４番、地目は畑、地積は１，１８８㎡、

１８号が田代麓字曲迫３，６２８番、地目は畑、地積は５１６㎡、１９号が田代

麓字四本松３，６４６番１、地目は畑、地積は１，１２６㎡で、３筆の合計は２，

８３０㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２８年５月２５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料は１７号が５，０００円、１８号が２，５００円、１９号が５，０００円とな

っています。 

一方、借り人は、１６号と同じＫ・Ｙさんです。 

受付番号１６号から１９号までの担当調査員は１２番 鍋委員です。 

 

次の受付番号２０号から２３号までの貸し人はＵ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は２０号が神川字北鶴２，６８５番１、地目は田、地積は９０㎡、２１

号が神川字北鶴２，６８５番２、地目は田、地積は１０２㎡、２２号が神川字北

鶴２，６８５番３、地目は田、地積は１７９㎡、２３号が神川字北鶴２，６８５

番４、地目は田、地積は１４４㎡で、４筆の合計は５１５㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２８年５月２６日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料は、米（籾）２俵となっています。 

一方、借り人は、Ｈ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｈ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地３，２５４㎡、

小作地２，７０９㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、軽

トラック各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１３番 徳永委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いします。 

先ず、受付番号１２号から１４号について、３番 厚ケ瀬委員お願いいたしま

す。 

 

３ 番 

厚ケ瀬委員 

はい。報告いたします。 

借り人のＩ・Ｋさんは、年齢が４０歳と若い独身の女性で、生産牛１０頭ほど

を養って経営を立てておられます。このＫ・Ｙさんですが、この場所は山間の田

で、作ってくれないかという申し出がＩさんの方にお願いがありまして、まとま

った案件でございます。Ｉさんは就農して４年ぐらいということで、農業機械等

はお父さんと共同利用、畑の管理等も綺麗に管理されまして、何ら問題は無いか



と思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１５号について、７番 毛下委員お願いします。 

 

７ 番 

毛下委員 

はい。報告します。 

この水田は、３年ほど前より借りられてＫさんの方が作られておりましたが、

今回、Ｕさんの方から利用権設定の申し込みがありました。Ｋ・Ｍさんは、今度、

孫が高校を卒業され新規就農されておられますので、色々なことをこれから頑張

られると思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１６号から１９号について、１２番 鍋委員お願いします。 

 

１２番 

鍋 委員 

はい。それでは説明をいたします。この案件はいずれも借り人は同じ人で、Ｋ・

Ｙさんという方です。Ｋさんは各種タイヤの販売及び修理を生業として、もう創

業４５年以上続けて来られている方で、田代麓交差点の近くで、住宅兼店舗を構

えておられます。今回の農地の場所ですが、１６番については、Ｋさんの住宅の

直ぐ裏側にありまして、早くから相対で借りられ野菜等を作っておられました。

今回、正式に利用権の設定を結ばれるところです。次の１７から１９番は、田代

でも大根占地区よりの所に砂利採石場がありますが、そこの上り口付近がこの３

筆の字地で、１８番を起点に１００ｍ以内にまとまっております。近年、Ｋさん

の業界も厳しくなっているというようなことから、賃貸人の旦那さんで、友人で

もあられるＫさんへ、カボチャ等何か園芸を初めて見たいと相談をされたとこ

ろ、奥さん名義の農地を貸して貰えたということから成立した案件です。Ｋさん

は７４歳と高齢ですが、５０代前半の息子さん夫婦が近くに住んでおられ、また、

後継者として一緒に仕事をされておられますし、友人のＫさんの援助を受けての

農業参入というような形になりますので、特に心配することは無いというふうに

思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２０号から２３号について、１３番 徳永委員お願いします。 

 

１３番 

徳永委員 

はい。報告します。 

この物件は４筆に分かれておりますが、現地は１枚の田んぼになっておりま

す。４月まで作っておられた方が高齢のため作らないということで、このＨさん

にお願いしたところです。 



借り人のＨさんの方は、昨年、会社を退職されまして、退職前から兼業農家と

して頑張っておられたんですが、退職後は有機栽培を主体とした園芸に取り組ん

でおられます。本人も自分の土地を含めて良く管理をされておりますし、有機農

業ですので、色々と場所が欲しいとかありますけれども、本人の誠意と言います

か、有機農業を発展させるといういう熱意を持って取り組んでおられますので、

何ら問題は無いと思っております。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１９番 

鈴 委員 

この後の方のＵさんの分ですが、ここは地積が未だ入っていないんですか。 

 

 

１３番 

徳永委員 

地積は入っているんですが、地籍調査の時に、これを１筆にすれば良いものを、

されていないです。だからここだけバアーと細い線が入っているところです。 

議 長 他にありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第 ８号を採決します。 

お諮りします。 

議案第 ８号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第 ８号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規

定による農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請については、

原案のとおり決定しました。 

 



議 長 以上で、平成２８年５月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 

 

 

 

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 

  

会 長 

  

                          ９ 番 

 

                         １０ 番 

 

議事録調整者 窪 和人 


